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第二中学校区の学校施設 H29.3時点 

※1 校舎の建築年度は棟別に異なるため、延床面積1,000m2以上の 
    棟のうち、もっとも古い棟の建築年度を記載している。 

※2 健全度評価は、各棟で②の部位ごとに、①の種別で評価し、 
    ③の式で健全度を評価。 

※3 校舎の健全度評価は、下の式にて算出。  

面積（棟1＋棟2＋・・・＋棟n）×健全度（棟1＋棟2＋・・・＋棟n） 

面積（棟1＋棟2＋・・・＋棟n） 

＝ 校舎の健全度 

参考資料4,19等から作成 



第二中学校区の児童生徒数 参考資料18,19等から作成 

H29.3時点 

学校規模適正化基本方針 小規模 適正規模

望ましい学校規模について 小学校 11学級以下
12学級以上24学級以下

（1学年あたり2～4学級）

中学校 8学級以下
9学級以上18学級以下

（19学級以上24学級以下も許容範囲とする）



第二中学校区の地区・校区・通学距離 
H29.3時点 

【 地域の課題 】 

郡津地区 … 大部分は郡津小学校区であるが、一部長宝寺小学校区である。 



倉治8丁目住宅開発区域の資料 

倉治8丁目開発区域 

◆住宅開発により見込まれる児童生徒数の増加 

上図倉治8丁目の住宅開発により、児童生徒の増加（図1）が見込まれる。 

図1 倉治８丁目住宅開発地区の児童生徒数推計（参考資料22抜粋） 

倉治８丁目の住宅開発による増加が見込まれる児童生徒数を、倉治小学校 
及び第二中学校に加算した児童生徒数推計がそれぞれ、図２、図3である。 

図2 倉治小学校の児童数推計 図3 第二中学校の生徒数推計 

※図2、図3では倉治８丁目住宅開発による単純な児童生徒数の増加を加算したもので、 
 校区内での引っ越し等による倉治8丁目地区以外の減少は加味していない。 
 （校区内移動では、学校単位での児童生徒数には増減がない。） 

倉治８丁目の住宅開発により、児童生徒数の減少速度は緩やかになるものの、 
今後も減少傾向は続く見込み。 

少人数教室と多目的室を合わせて、小学校では2室、中学校では 
3室が必要とし、残りは普通教室への転用が可能とする。 

◆各学校の施設許容可能学級数・児童生徒数について 

・各諸室の室数については、平成28年度の室数を使用した。 

・その他については、会議室（第二中） 

・「許容可能児童生徒数」の算出方法 

※下線部は、市立小中学校の平成28の1学級あたりの平均人数 

中学校：（許容可能学級数）×36.2人 

小学校：（許容可能学級数）×30.8人 

・「普通教室に転用可能な教室」について  

【算出方法】 

【各学校の施設許容可能学級数・児童生徒数】 

H29.3時点 

倉治小学校 

平成31年度時点で、2学級の増加、または、児童34名程度の増加は 
施設許容範囲内となる見込み。 

22
少人数教室・多目的室 0

その他 0
普通教室に転用可

能な教室

普通教室

教室数（室）教室名
学級数（学級） 児童数（人）

学級数（学級） 児童数（人）
20 644

（参考）H31推計値

施設許容可能範囲

22 678

第二中学校 

平成31年度時点で、1学級の増加、または、児童39名程度の増加は 
施設許容範囲内となる見込み。 

17
少人数教室・多目的室 0

その他 1

教室名 教室数（室）

普通教室

普通教室に転用可

能な教室

学級数（学級） 生徒数（人）

学級数（学級） 生徒数（人）
17 613

（参考）H31推計値

施設許容可能範囲

18 652


